
当社における株式取引の方法 

上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要 

 

 当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。 

 

• 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 

 

• 当社が自己で直接の相手方となる売買 

 

• 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理 

 

• 上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い 

 

• 上場有価証券等の売出し 

 

※1「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、 

法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引および発行日取引は含まれません。 

※2 外国取引にかかる現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本ページ上その金額等を 

あらかじめ記載することはできません。 

※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を 

含みます。 

●本ページ上の各有価証券には、外国または外国の者の発行する証券または証書で同様の性質を有するものを含みます。 


